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物価_2

（単位：千円）

電話番号
既配分額

国のR5補正予算分（推奨事業メニュー分）　交付限度額①

メールアドレス
既配分額

国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）　給付費　交付限度額②

既配分額
国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）　事務費　交付限度額③

既配分額
国のR5予備費分（給付金・定額減税一体支援枠分）　給付費　交付限度額④

既配分額
国のR5予備費分（給付金・定額減税一体支援枠分）　事務費

交付限度額⑤

既配分額
国のR5予備費分（給付支援サービス分）　交付限度額⑥

今回配分予定額
国のR5補正予算分（推奨事業メニュー分）　交付限度額①

今回配分予定額
国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）　給付費　交付限度額②

今回配分予定額
国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）　事務費　交付限度額③

今回配分予定額
国のR5予備費分（給付金・定額減税一体支援枠分）　給付費　交付限度額④

今回配分予定額
国のR5予備費分（給付金・定額減税一体支援枠分）　事務費

交付限度額⑤

今回配分予定額
国のR5予備費分（給付支援サービス分）　交付限度額⑥

配分予定額計
国のR5補正予算分（推奨事業メニュー分）　交付限度額①

配分予定額計
国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）　給付費　交付限度額②

配分予定額計
国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）　事務費　交付限度額③

配分予定額計
国のR5予備費分（給付金・定額減税一体支援枠分）　給付費　交付限度額④

配分予定額計
国のR5予備費分（給付金・定額減税一体支援枠分）　事務費

交付限度額⑤

配分予定額計
国のR5予備費分（給付支援サービス分）　交付限度額⑥

配分予定額計

移替先

Ａ

Ｂ１ Ｂ４

交付対象経費

国のR5補正予算分
（交付限度額①）
（推奨事業メニュー

分）

国のR5補正予算分
（交付限度額②）
（低所得世帯支援枠

分）
給付費

国のR5補正予算分
（交付限度額③）
（低所得世帯支援枠

分）
事務費

国のR5予備費
（交付限度額④）
（給付金・定額減税
一体支援枠分）　給

付費

国のR5予備費
（交付限度額⑤）
（給付金・定額減税
一体支援枠分）　事

務費

国のR5予備費
（交付限度額⑥）
（給付支援サービス

分）

その他
（一般財源や補助対
象外経費等）

合計  164,093  164,093  52,655  108,500  2,938  -  -  -  - 

住民税均等割非課税世帯
への支援

（低所得枠）
1 R5_補正 低所得 ○ ○ ○

令和５年度富士川町電力・ガ
ス・食料品等価格高騰重点
支援給付金（追加分）【物価

高騰対策給付金】

Ⅰ．物価高から国
民生活を守る

○ －  111,438  111,438  -  108,500  2,938  -  -  -  - 

①物価高が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、
低所得の方々の生活を維持する。
②低所得世帯への給付金及び事務費
③給付金額　　R５年度分の住民税非課税世帯　1550世
帯×70千円　　
事務費　　2938千円
事務費の内容　　[需用費（事務用品等）　役務費（郵送
料等）　業務委託料　人件費　その他　として支出]
④R５年度分の住民税非課税世帯　（1550世帯）

－ ○ － R6.2 R6.3
対象世帯に対して令和6年2
月までに支給を開始する

ホームページ、広報誌
対象分野に関連し
ない

R5補正（地）

住民税均等割のみ課税世
帯への支援
（一体給付）

2  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

こども加算
（一体給付）

3  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

新たに住民税非課税等とな
る世帯への支援

（一体給付）
4  -  -  -  -  -  - 

調整給付
（一体給付）

5  -  -  -  -  -  - 

給付支援サービス
（一体給付）

6  -  -  -  -  -  -  - 

住民税均等割非課税世帯
等への支援に係る本体分

の事業費
（家計急変への横出し等・

補正）

7  -  -  -  -  -  - 

一体給付に係る本体分の
事業費

（上乗せ１・予備費）
8  -  -  -  -  -  -  - 

対
象
範
囲
外

住民税均等割非課税世帯
等への支援分の事業費

（上乗せ２・推奨分）
9  -  -  -  -  - 

10 R5_補正 推奨事業 ○ ○ ○

令和５年度富士川町電力・ガ
ス・食料品等価格高騰重点
支援交付金による運送業支

援事業（R5地方補正分）

Ⅰ．物価高から国
民生活を守る

○

⑧地域公共交
通・物流や地
域観光業等に

対する支援

 3,000  3,000  3,000 

①物価高騰が続く中、住民の生活を支える運送事業への支援
②所有する貨物自動車の維持管理に関する経費を支援する。
③100台×30千円＝3,000千円
④町内に事業所がありトラック協会へ加盟及び町に貢献している事業
所。

○ － － R6.2 R6.3
令和6年3月までに支給を完
了する。

広報誌、ホームページ
運輸交通・物流・観
光事業者

R5補正（地）

11 R5_補正 推奨事業 ○ ○ ○

令和５年度富士川町電力・ガ
ス・食料品等価格高騰重点
支援交付金による医療機関
支援事業（R5地方補正分）

Ⅰ．物価高から国
民生活を守る

○

⑤医療・介護・
保育施設、学
校施設、公衆
浴場等に対す
る物価高騰対

策支援

 1,100  1,100  1,100 

①物価高騰が続く中、地域医療提供体制の維持を目的に、個人医療
機関に対して支援を行う。
②施設の維持管理の経費として支援する。
③100千円／１個人医療機関×11施設＝1,100千円
④歯科医５、開業医6

○ － － R6.2 R6.3
令和6年3月までに支給を完
了する。

広報誌、ホームページ 医療（光熱費関係） R5補正（地）

12 R5_補正 推奨事業 ○ ○ ○

令和５年度富士川町電力・ガ
ス・食料品等価格高騰重点
支援交付金による町民の生

活支援事業（R5地方補正分）

Ⅰ．物価高から国
民生活を守る

○
③消費下支え
等を通じた生活

者支援
 48,555  48,555  48,555 

①コロナ禍において原油価格・物価高騰の影響を受けた生活者支援
として、全町民を対象に燃料等を購入することができる商品券を発行
する事業。町内で利用できる1人3千円の商品券を発行する。
　また、物価高騰に直面している子育て世代。その中でも児童扶養手
当、就学援助、特別児童扶養手当受給者の影響は大きく、非常に厳
しい状況である。さらに、ねたきり高齢者・身体障害者受給者等の経
済的負担も大きいことから、1世帯3千円の支給を行い、生活困窮者等
への支援を行う。
②原油価格物価高騰支援商品券の発行
③商品券換金事業費43,200千円、消耗品費33千円、印刷製本費
2,244千円、通信運搬費2,769千円、商品券換金事務委託費309千円
④全町民

－ － － R6.2 R6.3
令和6年7月までに商品券を
発行する。

広報誌、ホームページ
対象分野に関連し
ない

R5補正（地）

13  -  - 
14  -  - 
15  -  - 
16  -  - 
17  -  - 
18  -  - 
19  -  - 
20  -  - 
21  -  - 
22  -  - 
23  -  - 
24  -  - 
25  -  - 
26  -  - 
27  -  - 
28  -  - 
29  -  - 
30  -  - 
31  -  - 

令和５年度　物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金実施計画

都道府県名 山梨県 0556-22-7216                                                                                                                 - 
国のR5補正予算分（推奨事業メニュー分）

交付限度額①　（令和5年11月通知分）
                                                                                                                                     45,094 

地方公共団体名 富士川町 akiyama-hry@town.fujikawa.lg.jp                                                                                                                 - 
国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）

給付費　交付限度額②　（令和5年11月通知分）
                                                                                                                                     82,264 

都道府県・市町村コード（５桁） 19368 国のR5補正予算分（推奨事業メニュー分）　交付限度額①                                                                                           52,655                                                                                                                 - 
国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）

給付費　交付限度額②　（令和6年1月通知分）
                                                                                                                                     20,566 

担当部局課名 政策秘書課 国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）　給付費　交付限度額②                                                                                         108,500                                                                                                                 - 小計　交付限度額②                                                                                                                                    102,830 

担当者氏名 秋山博之 国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）　事務費　交付限度額③                                                                                             2,938                                                                                                                 - 
国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）

事務費　交付限度額③　（令和5年11月通知分）
                                                                                                                                       2,938 

国のR5予備費分（給付金・定額減税一体支援枠分）　給付費　交付限度額④                                                                                                    -                                                                                                                 - 
国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）

事務費　交付限度額③　（令和6年1月通知分）
                                                                                                                                          735 

国のR5予備費分（給付金・定額減税一体支援枠分）　事務費　交付限度額⑤                                                                                                    - 小計　交付限度額③                                                                                                                                        3,673 

国のR5予備費分（給付支援サービス分）　交付限度額⑥                                                                                                    - 
国のR5予備費分（給付金・定額減税一体支援枠分）

給付費　交付限度額④　（令和5年12月通知分）
                                                                                                                                   100,670 

国のR5予備費分（給付金・定額減税一体支援枠分）
事務費　交付限度額⑤　（令和5年12月通知分）

                                                                                                                                       7,396 

国のR5予備費分（給付支援サービス分）
交付限度額⑥　（令和●年●月通知分）

                                                                                                                                              - 

                                                                                                        45,094 

                                                                                                      102,830 

                                                                                                          2,938 

                                                                                                                - 

                                                                                                                - 

                                                                                                                - 

                                                                                                        45,094 

                                                                                                      102,830 自動計算分                                                                                                                                               - 

                                                                                                          2,938 手動入力分                                                                                                                                               - 

                                                                                                                - 
本省繰越希望額　（R5補正予算により措置された推奨事業メニュー分交付限度額①に係る希望額）

小計：自動計算分＋手動入力分　（交付限度額①を上限とする）
                                                                                                                                              - 

                                                                                                                - 
本省繰越希望額

（R5補正予算により措置された低所得世帯支援枠分（給付費）交付限度額②に係る希望額）
                                                                                                                                              - 

                                                                                                                - 
本省繰越希望額

（R5補正予算により措置された低所得世帯支援枠分（事務費）交付限度額③に係る希望額）
                                                                                                                                          735 

                                                                                                      150,862 
本省繰越希望額

（R5予備費により措置された給付金・定額減税一体支援枠分（給付費）
交付限度額④に係る希望額）

                                                                                                                                   100,670 

本省繰越希望額
（R5予備費により措置された給付金・定額減税一体支援枠分（事務費）

交付限度額⑤に係る希望額）
                                                                                                                                       7,396 

本省繰越希望額
（R5予備費により措置された給付支援サービス分　交付限度額⑥に係る希望額）

                                                                                                                                              - 

 総務省  交付限度額計                                                                                                                                    259,663 

Ｂ２ Ｂ３

交付対象経費
(地方単独事業費)

Ｎｏ

国
の
予
算
年
度

枠

地
方
単
独
事
業

エネル
ギー・食料
品価格等の
物価高騰の
影響を受け
た生活者等
に対して事
業の効果が
直接及ぶ

臨時の措置で
あることが分
かる事業名称
としている

交付対象事業の名称
経済対策との関

係

対象外経費
に臨時交付
金を充当し
ていない

推奨事業メ
ニュー

事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

特定事業者
等支援

個人を対象
とした給付
金等

基金
事業
始期

事業
終期

成果目標（可能な限り定
量的指標を設定）

実施状況の公表等について（HP,広報紙な
ど）

備考1
(重点支援地方交
付金の追加を踏
まえた各省庁の
通知の発出状況
に定義されてい
る対象分野)

備考2 備考3
自治体での予算

区分⑨を選択した場合、より効果があ
ると考える理由

総事業費

Ｂ Ｃ

　
差
押
禁
止
法
の
対
象
範
囲
　

※
事
務
連
絡
参
照
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Ａ

Ｂ１ Ｂ４

交付対象経費

国のR5補正予算分
（交付限度額①）
（推奨事業メニュー

分）

国のR5補正予算分
（交付限度額②）
（低所得世帯支援枠

分）
給付費

国のR5補正予算分
（交付限度額③）
（低所得世帯支援枠

分）
事務費

国のR5予備費
（交付限度額④）
（給付金・定額減税
一体支援枠分）　給

付費

国のR5予備費
（交付限度額⑤）
（給付金・定額減税
一体支援枠分）　事

務費

国のR5予備費
（交付限度額⑥）
（給付支援サービス

分）

その他
（一般財源や補助対
象外経費等）

Ｂ２ Ｂ３

Ｎｏ

国
の
予
算
年
度

枠

地
方
単
独
事
業

エネル
ギー・食料
品価格等の
物価高騰の
影響を受け
た生活者等
に対して事
業の効果が
直接及ぶ

臨時の措置で
あることが分
かる事業名称
としている

交付対象事業の名称
経済対策との関

係

対象外経費
に臨時交付
金を充当し
ていない

推奨事業メ
ニュー

事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

特定事業者
等支援

個人を対象
とした給付
金等

基金
事業
始期

事業
終期

成果目標（可能な限り定
量的指標を設定）

実施状況の公表等について（HP,広報紙な
ど）

備考1
(重点支援地方交
付金の追加を踏
まえた各省庁の
通知の発出状況
に定義されてい
る対象分野)

備考2 備考3
自治体での予算

区分⑨を選択した場合、より効果があ
ると考える理由

総事業費

Ｂ Ｃ

32  -  - 
33  -  - 
34  -  - 
35  -  - 
36  -  - 
37  -  - 
38  -  - 
39  -  - 
40  -  - 
41  -  - 
42  -  - 
43  -  - 
44  -  - 
45  -  - 
46  -  - 
47  -  - 
48  -  - 
49  -  - 
50  -  - 
51  -  - 
52  -  - 
53  -  - 
54  -  - 
55  -  - 
56  -  - 
57  -  - 
58  -  - 
59  -  - 
60  -  - 
61  -  - 
62  -  - 
63  -  - 
64  -  - 
65  -  - 
66  -  - 
67  -  - 
68  -  - 
69  -  - 
70  -  - 
71  -  - 
72  -  - 
73  -  - 
74  -  - 
75  -  - 
76  -  - 
77  -  - 
78  -  - 
79  -  - 
80  -  - 
81  -  - 
82  -  - 
83  -  - 
84  -  - 
85  -  - 
86  -  - 
87  -  - 
88  -  - 
89  -  - 
90  -  - 
91  -  - 
92  -  - 
93  -  - 
94  -  - 
95  -  - 
96  -  - 
97  -  - 
98  -  - 
99  -  - 
100  -  - 
101  -  - 
102  -  - 
103  -  - 
104  -  - 
105  -  - 
106  -  - 
107  -  - 
108  -  - 
109  -  - 
110  -  - 
111  -  - 
112  -  - 
113  -  - 
114  -  - 
115  -  - 
116  -  - 
117  -  - 
118  -  - 
119  -  - 
120  -  - 
121  -  - 
122  -  - 
123  -  - 
124  -  - 
125  -  - 
126  -  - 
127  -  - 
128  -  - 
129  -  - 
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